
安全で良質な
商品を

選びたい。

安全な輸送を確実に
お客様に提供します！

貸切バスをご利用される皆様へ

貸切バスの運賃・料金が変わりました！！

貸切バス事業における運転者の担い手不足を解消するべく、運転
者の賃金水準を全産業平均給与額まで引き上げるための原資の確保
を目的として、運賃・料金額の引き上げを行いました。
安全コストが適切に反映された運賃・料金を収受することにより、

貸切バス事業者は、人材確保により事業の安定を図るとともに、
安全・安心な輸送サービスを提供することができます。

バス会社 旅行会社

ご利用者

安全・安心な
輸送サービスの提供

旅行代金の
お支払い

安全コストが適切
に反映された運賃
・料金の支払い

良質な商品を提供
するため安全なバス会
社を選択します！

中国運輸局では、令和7年9月26日付けで貸切バスの新たな運賃・料金を公示しました。

安全・安心な輸送サービスを
提供するための、貸切バスの
運賃・料金制度

中国運輸局 中国バス協会（一社）日本旅行業協会
中四国支部

（一社）全国旅行業協会
中国地方支部長連絡会



※ 運賃・料金の単価

・上記の表の下限額以上で設定します。

※ 計算の条件

・走行時間は出庫から帰庫までの時間で待機・回送時間を含みます。

・運賃・料金算出時間には出庫前・宿泊場所出発前及び帰庫後・宿泊場所到着後の運転者への点呼、車両の点検時間

として1時間ずつ合計2時間が加算されます。

※ 交替運転者配置料金

・法令により交替運転手の配置が義務付けられている場合等に適用されます。

※時間制運賃とキロ制運賃を合算して計算します。

【新しい貸切バス運賃・料金制度のお問合せ先】 中国運輸局  自動車交通部 旅客第一課      082-228-3436
  〃 広島運輸支局 輸送担当   082-233-9167

 〃    鳥取運輸支局 輸送担当   0857-22-4120
 〃 島根運輸支局 輸送担当   0852-37-1311
 〃 岡山運輸支局 輸送担当   086-286-8122
 〃 山口運輸支局 輸送担当   083-922-5336
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走行時間：      11時間30分
出庫前帰庫後点検時間：2時間

運賃計算時間： 13時間30分

走行距離：60km
回送距離：50km

運賃計算距離： 110km
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大型車を利用・下限額 で算出（税別）

時間制運賃6,８９０円×14時間※１ ＋ 
キロ制運賃２００円×110km※２ ＝118,460円

下限額118,460円（税別）

以上の額で運賃を決定します。

貸切バスを選定・利用する際は、「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用
ガイドライン」をご活用ください。
本ガイドラインでは、安全な貸切バスを選定・利用する際のポイントを示しています。
安全にも十分留意した選定・利用をお願いいたします。

○国土交通省HP（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000011.html）

〈
運
賃
算
出
の
例

〉 ※１ ３０分以上は１時間に切り上げ
※２ １０㎞未満は１０㎞に切り上げ

貸切バスの適正な運賃料金とは？
一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の審査を

必要としない運賃料金の額
令和７年９月２６日中国運輸局公示

下限額

運

賃

キロ制運賃
(1㎞あたり)

大型車 ２００円

中型車 １７０円

小型車 １５０円

コミューター １３０円

時間制運賃
(1時間あたり)

大型車 ６，８９０円

中型車 ５，８２０円

小型車 ５，０９０円

コミューター ４，５４０円

料

金

交替運転者配置料金 キロ制料金
３０円

(1㎞あたり)

時間制料金
２，４６０円

(1時間あたり)

深夜早朝運行料金
時間制運賃及び交替運転者配置料
金(時間制料金)の2割増

特殊車両割増料金 設備や購入価格等を勘案した割増率

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000011.html


下限額

大型車 ２００円

中型車 １７０円

小型車 １５０円

コミューター車 １３０円

大型車 ６，８９０円

中型車 ５，８２０円

小型車 ５，０９０円

コミューター車 ４，５４０円

キロ制料金

（1ｋｍあたり）
３０円

時間制料金

（1時間あたり）
２，４６０円

時間制運賃及び交替運転者配置料金

(時間制料金)の2割増

設備や購入価格等を勘案した割増率

貸切バス運賃・料金表（令和7年9月26日中国運輸局公示）

深夜早朝運行料金

特殊車両割増料金

料金

交替運転者配置料金

キロ制運賃（1㎞あたり）

時間制運賃（1時間あたり）

運賃



 

 

 

 

 

一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法 

第１ 車種区分 

大型車、中型車、小型車、コミューター車の４区分とし、区分の基準は次のとお 

りとする。 

大型車‥‥‥‥‥車両の長さ９メートル以上又は旅客席数５０人以上 

中型車‥‥‥‥‥大型車、小型車、コミューター車以外のもの 

小型車‥‥‥‥‥車両の長さ６メートル以上８メートル以下で、かつ旅客席数 

３３人以下 

コミューター車‥車両の長さ６メートル未満で、かつ旅客席数１４人以下 

第２ 運賃 

１．運賃の種類 

運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。 

２．運賃の計算方法 

運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。 

(１) 時間制運賃 

① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)とし 

て、１時間ずつ合計２時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、 

回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に１時間あたりの運賃額を乗じた 

額とする。 

ただし、走行時間が３時間未満の場合は、走行時間を３時間として計算した 

額とする。 

② ２日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発 

前の１時間ずつを点呼点検時間とする。 

③ フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船する 

までの時間)は８時間を上限として計算することとする。 

 



 

 

(２) キロ制運賃 

走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に 

１キロあたりの運賃額を乗じた額とする。 

(３) 運賃計算の基本 

① 運賃は、車種別に計算した金額の下限額以上とする。 

② 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。 

３．運賃の割引 

(１) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体 

に対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。 

(２) 学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の 

団体に対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とす 

る。 

(３) ２以上の割引条件に該当する場合はいずれか高い割引を適用し、重複して運賃 

の割引をしない。 

第３ 料金 

１．料金の種類 

運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者 

配置料金とする。 

２．料金の適用 

(１) 深夜早朝運行料金 

２２時以降翌朝５時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が 

含まれた場合、含まれた時間に係る１時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金 

の１時間あたりの料金については、２割の割増を適用する。 

(２) 特殊車両割増料金 

次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増率を適用 

することができる。 

① 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。 

② 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準 

的な座席定員で除した単価より７０％以上高額である車両。 



 

 

(３) 交替運転者配置料金 

法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配 

置について運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限 

額以上で計算した額を適用する。 

なお、交替運転者が交替地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗した 

ものとして料金を適用するものとする。 

第４ 端数処理 

(１) 走行距離の端数については、１０キロ未満は１０キロに切り上げる。 

(２) 走行時間の端数については、３０分未満は切り捨て、３０分以上は１時間に切 

り上げる。 

第５ 旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法 

(１) 運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づ 

く税率を乗じ、１円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税額の合計額に相 

当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。 

(２) 対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表 

示する。 

第６ 実費負担 

ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めに 

より運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。 
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